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1 [bookmark: _Hlk220337344][bookmark: _Toc220338692]計画の目的及び現状
1.1 [bookmark: _Hlk220337371][bookmark: _Toc220338693]計画の目的
東洋町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画（以下「本計画」という。）は、教職員の働き方改革を推進するため、教育職員の業務の縮減と適正化を進め、ライフワークバランスを確立し、これらにより創出された時間を子どもに向き合うことを重点とする時間と授業の学校環境作りを行い、東洋町の未来を担う子どもたちの豊かな学びと成長を実現するとともに、東洋町における教育職員の業務改善の向上及び良好な健康の維持を図ることを目的とする。

1 
1.1 
1 [bookmark: _Toc220338606][bookmark: _Toc220338694]
1.1 [bookmark: _Toc220338607][bookmark: _Toc220338695]
1.2 [bookmark: _Toc220338696]東洋町教育委員会の現状
東洋町教育委員会（以下「本町」という。）では、本町の小中学校において学校経営計画を策定し、その中に教育職員の働き方に関する施策を定め、教育職員の時間外在校等時間の縮減に取り組んでいる。
こうした取り組みにより、令和６年度において、本町における教育職員の時間外在校時間の状況は、以下のとおりである。

【令和６年度　時間外在校等時間の状況】
	
	1人当たり月平均
	月45時間を上回る割合
	月80時間を上回る割合

	小学校
	12時間36分
	２７％
	４％

	中学校
	14時間51分
	３５％
	２％

	小中合計
	13時間43分
	３２％
	３％


時間外在校等時間が月４５時間を超える割合は小中学校であわせて約３２％であった。教育職員の業務は、授業準備に加え、各種報告書の作成や校務分掌による業務、部活動指導等により、日常的に業務負担が大きくなっているため、人的措置の拡充や部活動の地域連携・地域展開等を行うことにより、教育職員の業務に、教育の質向上のために必要な時間的余裕を創出することが必要である。
こうしたことを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第８条の規定に基づき本計画を策定する。


2 [bookmark: _Toc220338697]計画の期間
本計画の計画期間は、令和８年度から令和１０年度の３年間とする。

3 [bookmark: _Toc220338698]目標
1 [bookmark: _Toc220338611][bookmark: _Toc220338699]
2 [bookmark: _Toc220338612][bookmark: _Toc220338700]
3 [bookmark: _Toc220338613][bookmark: _Toc220338701]
3.1 [bookmark: _Toc220338702]時間外在校等時間に関する目標

①　１年間における時間外在校等時間が月４５時間を上回る割合を３０％以内にする。
②　１年間における月の平均時間外在校等時間を３０時間以内にする。
（令和６年度：３７時間４３分）
③　１ヶ月の時間外在校等時間が８０時間を上回る割合を０％にする。
（令和６年度：３％）

1 
2 
3 
3.1 
（参考）年度ごとの目標値
	項目
	現状値
（令和６年度）
	令和８年度
	令和９年度
	令和１０年度

	１年間における時間外在校等時間が月４５時間を上回る割合を３０％以内にする。
	３２％
	３１％
	３０％
	３０％

	１年間における月の平均時間外在校等時間を３０時間以内にする。
	３７時間４３分󠄀
	３４時間００分󠄀
	３２時間００分󠄀
	３０時間００分󠄀

	１ヶ月の平均時間外在校等時間が８０時間を上回る割合を０％にする
	３％
	２％
	１％
	０％



4 [bookmark: _Toc220338703]実施する業務量管理・健康確保措置の内容
本町では、本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組む。
1 [bookmark: _Toc220338616][bookmark: _Toc220338704]
2 [bookmark: _Toc220338617][bookmark: _Toc220338705]
3 [bookmark: _Toc220338618][bookmark: _Toc220338706]
4 [bookmark: _Toc220338619][bookmark: _Toc220338707]
4.1 [bookmark: _Toc220338708]業務の見直し
1 学校業務
・過去の会議や行事を点検し、目的が曖昧な会議、形骸化した報告書、必ずしも必要のない行事などがある場合は、簡素化あるいは廃止をする。
・新任や若手の教職員に対し、少しでも業務に支障を来たしている場合には、お互いに情報を共有し、その遂行策を図る。
・学校徴収金において、徴収・管理はシステム化を図り、教員の徴収管理業務の簡素化を実現する。
・学校から保護者等への通知などはシステム化を図り、教員業務の簡素化、簡略化を実現する。
・保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等に対して、法的な側面から指導・助言を行い、学校の問題解決を支援するため、スクールロイヤーや本町の顧問弁護士を活用する。
2 教育職員以外が積極的に参画すべき業務
・教育委員会から学校へ依頼する調査や通知等について、内容を精査し、調査方法の簡素化や合理化を図る。
・新年度の始まりである４～５月に、小学校第一学年に生活指導補助者を配置する。
・土日を含む部活動において、部活動指導員等や地域の多様な人材を活用するなど、地域連携・地域展開を推進する。
3 教育職員の業務だが、負担軽減を推進すべき業務
・学習評価や成績処理の補助的業務（採点作業など）について、採点ソフトを導入する。
・学校行事について、教育的な意義や働き方改革の視点から精選や効率化のための見直しを行う。
・身辺介助や安全配慮等の支援が必要な児童生徒の支援を行う特別支援教育支援員を配置する。
・社会福祉制度や地域福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを教育委員会に配置し、関係機関や関係者と連携して児童生徒の課題解決に取り組める体制を構築する。
4 その他の取組
・勤務時間外の電話については、音声案内や校務用携帯電話を活用する。
・学校プールの使用期間の管理（水質管理など）について、民間委託を活用する。

1 [bookmark: _Toc220338621][bookmark: _Toc220338709]
2 [bookmark: _Toc220338622][bookmark: _Toc220338710]
3 [bookmark: _Toc220338623][bookmark: _Toc220338711]
4 [bookmark: _Toc220338624][bookmark: _Toc220338712]
4.1 [bookmark: _Toc220338625][bookmark: _Toc220338713]
4.2 [bookmark: _Toc220338714]教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組
教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法の規定を遵守するとともに、以下の内容に取り組む。
・１ヶ月時間外在校等時間が８０時間を超えた教育職員に対しては、必要に応じて専門医等による助言の保健指導を受けるよう促す。
・心身の健康問題についての相談窓口を設置する。

1 [bookmark: _Toc220338627][bookmark: _Toc220338715]
2 [bookmark: _Toc220338628][bookmark: _Toc220338716]
3 [bookmark: _Toc220338629][bookmark: _Toc220338717]
4 [bookmark: _Toc220338630][bookmark: _Toc220338718]
4.1 [bookmark: _Toc220338631][bookmark: _Toc220338719]
4.2 [bookmark: _Toc220338632][bookmark: _Toc220338720]
4.3 [bookmark: _Toc220338721]学校における措置の推進
学校において以下の措置を推進することで、教育職員が担う業務の適正化を図る。
・部活動を担当する教育職員や生徒の心身の健康を確保するために、部活動休養日を設定する。
・学校が作成する学校経営方針に、業務量管理・健康確保措置の実施に係る内容を盛り込む。
・学校運営協議会へ業務管理・健康確保措置の実施について承認を受けるものとする。
・各学校の教育課程における年間総授業時数や週当たり授業時数については、年度当初の計画段階で真に必要な時数となるよう設定する。特に、標準授業時数を大幅に上回って編成されている場合（１０８６時間以上）は、指導体制に見合うものか精査する。

1 [bookmark: _Toc220338634][bookmark: _Toc220338722]
2 [bookmark: _Toc220338635][bookmark: _Toc220338723]
3 [bookmark: _Toc220338636][bookmark: _Toc220338724]
4 [bookmark: _Toc220338637][bookmark: _Toc220338725]
4.1 [bookmark: _Toc220338638][bookmark: _Toc220338726]
4.2 [bookmark: _Toc220338639][bookmark: _Toc220338727]
4.3 [bookmark: _Toc220338640][bookmark: _Toc220338728]
4.4 [bookmark: _Toc220338729]取り組むにあたっての留意事項
取り組むにあたっての留意事項は、以下の通りとする。
・本計画の目標達成のために、授業など教育課程内の学校教育活動で真に必要なものをおろそかにすることや、実際の時間と異なる出退勤時間を記録しないこと。
・在宅勤務型テレワークを除き、自宅等に持ち帰って業務を行わないこと。

5 [bookmark: _Toc220338730]計画のフォローアップについて
・町内各学校の教育職員の時間外在校等時間にかかる目標の達成状況については、県下全域で導入している校務支援システムの勤務状況から把握する。
・取組の着実な実行を図るため、毎年度、設定した目標の達成状況を本町のホームページで公表するとともに、定例の教育委員会及び総合教育会議において報告することとする。

6 [bookmark: _Toc220338731]参考資料
東洋町における教育職員の時間外在校等時間の状況
算出方法：出退勤管理システムから算出
	
	月４５時間以上の割合
	年間３６０時間以上の割合

	令和４年度
	３２％
	６４％

	令和５年度
	３０％
	６４％

	令和６年度
	３３％
	６４％


※　「時間外在校等時間数」は、1週間（土日含む）において教育職員1日当たり42時間30分（8時間30分×5日）を超える在校等時間数を集計
2

